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佐
賀
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条

の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

学
校
法
人
清
風
学
園 

二 

事
業
の
種
類 

学
校
法
人
清
風
学
園
嘉
瀬
幼
稚
園
（
仮
称
）
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

 

(一) 

収
用
の
部
分 

佐
賀
県
佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
本
黒
木
籠
地
内 

 

(二) 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

(一) 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
佐
賀
県
佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
本
黒
木
籠
地
内
に
お

け
る
五
千
三
百
五
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土
地
を
起
業
地
と
す
る
学
校
法
人
清
風
学

園
嘉
瀬
幼
稚
園
（
仮
称
）
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。 

本
件
事
業
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
学
校
の
移
転
改
築
事
業
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
一
号
に
該
当
す
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

 

(二) 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 
 

学
校
は
、
学
校
教
育
法
第
二
条
に
お
い
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
私
立
学
校
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
の
み
が
、
こ

れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
起
業
者
で
あ
る
学
校
法
人
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清
風
学
園
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
十
二
日
佐
賀
県
指
令
四
十
六
総
第
六
百
八
十
七
号
に

よ
り
認
可
）
は
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
同
法
人
の
理
事
会
で
承
認
さ
れ
て
お
り
、

事
業
の
施
行
に
必
要
な
財
源
に
つ
い
て
も
確
約
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

 

(三) 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

ア 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 
 
 

本
件
事
業
は
、
佐
賀
県
が
、
佐
賀
市
嘉
瀬
町
地
内
の
嘉
瀬
新
町
公
民
館
付
近
か
ら

既
存
園
舎
に
至
る
延
長
約
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
の
県
道
十
五
中
原
線
改
良

工
事
を
施
工
す
る
こ
と
に
伴
い
、
既
存
園
舎
と
そ
の
敷
地
の
一
部
が
当
該
工
事
に
係

る
計
画
の
支
障
と
な
る
こ
と
か
ら
、
幼
稚
園
と
し
て
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
園

舎
を
本
件
事
業
の
起
業
地
へ
移
転
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

現
在
、
既
存
園
舎
の
敷
地
内
に
は
園
児
の
送
迎
用
の
駐
車
場
が
な
い
た
め
、
保
護

者
は
、
園
児
の
送
迎
の
際
に
、
市
道
を
隔
て
た
駐
車
場
を
使
用
し
て
い
る
が
、
園
児

の
歩
行
の
安
全
性
を
考
慮
す
る
と
、
既
存
園
舎
と
同
一
敷
地
内
に
駐
車
場
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

さ
ら
に
、
既
存
園
舎
の
う
ち
、
昭
和
四
十
六
年
に
建
築
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

補
修
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
老
朽
化
し
て
お
り
、
一
棟
を
除
い
た
全
て
の
棟

が
、
昭
和
五
十
六
年
又
は
平
成
十
二
年
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
の
改
正
以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
法
に
よ
る
基
準
を
満

た
す
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
 
 
 

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
園
舎
と
送
迎
用
の
駐
車
場
が
同
一
敷
地
内
に
確
保
さ

れ
、
耐
震
性
を
満
た
し
た
園
舎
が
建
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
園
児
の
安

全
性
が
確
保
さ
れ
た
良
好
な
保
育
環
境
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
認
め
ら
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れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
当
園
に
お
け
る
三
歳
児
の
受
入
れ
が
、
こ
こ
数
年
増
加
傾
向
と
な
っ
て
お

り
、
現
在
、
三
歳
児
は
定
員
を
超
え
て
い
る
た
め
、
三
歳
児
用
の
保
育
室
を
一
室
増

設
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
給
食
室
、
食
堂
及
び
多
目
的
施
設
（
図
書
室
、
遊
戯
室
）
も
新
た
に
設

け
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
良
好

な
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

な
お
、
本
件
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
騒
音
、
振
動
又
は
濁
水
の
流
出
等
の

発
生
を
抑
え
る
な
ど
周
辺
の
環
境
に
配
慮
し
て
工
事
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
園
舎
等

か
ら
の
雑
排
水
に
つ
い
て
も
、
公
共
下
水
道
に
排
水
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

周
辺
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
は
生
じ
な
い
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度

存
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

イ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 
 
 

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
佐
賀
県

環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
環
境
影

響
評
価
の
対
象
外
の
事
業
で
あ
る
が
、
起
業
者
が
任
意
で
希
少
な
動
物
及
び
植
物
に

つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
事
業
地
付
近
に
は
、
佐
賀
県
が
発
行
し
て
い
る
「
レ

ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
さ
が
二
〇
一
〇
植
物
編
」
に
準
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
植
物
で
あ
る
「
ア
サ
ザ
」
が
生
育
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。 し

か
し
な
が
ら
、
当
該
植
物
の
生
育
環
境
で
あ
る
河
川
や
水
路
は
本
件
事
業
地
に

含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
伴
う
当
該
植
物
へ
の
影
響
は
極

め
て
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
区
域
内
の
土
地
に
は
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
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二
百
十
四
号
）
に
よ
り
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は

見
受
け
ら
れ
な
い
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。 

 
 

ウ 

代
替
案
と
の
比
較 

 
 
 
 

本
件
事
業
の
起
業
地
に
つ
い
て
は
、
園
児
の
送
迎
の
た
め
の
交
通
条
件
、
幼
稚
園

と
し
て
の
環
境
及
び
経
済
的
合
理
性
な
ど
を
考
慮
し
て
選
定
し
た
三
つ
の
候
補
地
に

つ
い
て
、
社
会
的
観
点
及
び
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
立
地
条

件
及
び
交
通
条
件
が
優
れ
て
お
り
、
か
つ
、
事
業
費
の
安
価
な
本
件
起
業
地
が
選
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
定
は
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る 

利
益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
し
、
事 

業
計
画
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の 

と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

(四) 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

ア 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 
 
 

前
記
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
佐
賀
県
が
県
道
十
五
中
原
線
改
良
工
事
を
施
工

す
る
こ
と
に
伴
い
、
既
存
園
舎
の
移
転
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
計
画
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
当
該
県
道
改
良
工
事
の
竣
工
予
定
時
期
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
既
存
園
舎
敷

地
の
一
部
を
事
業
用
地
と
し
て
佐
賀
県
に
譲
渡
し
、
明
け
渡
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

イ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 
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ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と

ど
め
ら
れ
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。 

 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

佐
賀
市
役
所 

都
市
政
策
課 


